
平
成
三
十
年
七
月
十
三
日
受
領

答

弁

第

四

二

五

号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
四
二
五
号

平
成
三
十
年
七
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
打
ち
切
り
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
打
ち
切
り
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
を
打
ち
切
っ
た
」
及
び
「
今
回
の
障
害
基
礎
年
金
の
打
ち
切
り
」
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
以
下
「
二
十
歳
以
後
傷
病
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給

権
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
九
年
度
に
障
害
等
級
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す

る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
し
て
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
年
度
に
法
第
百
五

条
第
三
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
診
断
書
等
に
基
づ
き
「
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
障
害
認
定
基
準
」
（
昭
和

六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
付
け
庁
保
発
第
十
五
号
社
会
保
険
庁
年
金
保
険
部
長
通
知
。
以
下
「
障
害
認
定
基
準
」
と
い
う
。
）

に
沿
っ
て
障
害
認
定
審
査
医
員
（
以
下
「
認
定
医
」
と
い
う
。
）
が
医
学
的
に
総
合
判
断
を
行
い
、
日
本
年
金
機
構
に
お
い

て
障
害
の
程
度
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
財
政
上
の
問
題
」
か

ら
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
障
害
者
の
生
存
権
を
脅
か
す
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

二
に
つ
い
て

一



二
十
歳
以
後
傷
病
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
九
年
度
に
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
も
の
に

係
る
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
停
止
額
の
総
額
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
打
ち
切
り
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
二
十
歳
以
後
傷
病
に
よ
る
障
害
基
礎

年
金
の
受
給
権
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
九
年
度
に
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
は
、
障
害
の
程
度
の
審
査
の
結

果
が
確
定
次
第
、
年
金
額
の
変
更
に
係
る
通
知
書
に
よ
り
そ
の
支
給
を
停
止
し
た
旨
を
通
知
し
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

二
十
歳
以
後
傷
病
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
及
び
法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
以
下
「
二
十
歳
前
傷

病
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
も
、
平
成
二
十
九
年
度
に
法
第
百
五
条
第
三
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
提

出
さ
れ
た
診
断
書
等
に
基
づ
き
障
害
認
定
基
準
に
沿
っ
て
認
定
医
が
医
学
的
に
総
合
判
断
を
行
い
、
日
本
年
金
機
構
に
お
い

て
認
定
を
行
っ
た
結
果
、
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
な
い
も
の
は
支
給
が
停
止
さ
れ
、
該
当
す

る
も
の
は
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
「
対
応
が
異
な
る
」
及
び
「
同
様
の
経
過
措
置
を
と

ら
な
か
っ
た
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
御
指
摘
の
二
十
歳
前
傷
病
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
に
対

二



す
る
「
通
知
」
は
、
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
該
当
し
、
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
な
い
者
に
対
し
て
日

本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
が
誤
解
を
招
く
よ
う
な
分
か
り
に
く
い
も
の
で

あ
り
、
結
果
と
し
て
当
該
受
給
権
者
等
に
御
心
配
を
お
か
け
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
遺
憾
で
あ
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

個
別
の
報
道
の
内
容
に
関
し
、
政
府
と
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。
な
お
、
平
成
二
十
九
年
四
月
に
障

害
基
礎
年
金
の
支
給
の
審
査
に
係
る
事
務
が
日
本
年
金
機
構
の
障
害
年
金
セ
ン
タ
ー
に
集
約
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
当
該
集
約
の

前
に
行
わ
れ
た
認
定
に
つ
い
て
当
該
集
約
の
後
に
再
度
認
定
を
行
う
場
合
に
は
、障
害
の
程
度
が
従
前
と
変
わ
ら
な
い
場
合
、

集
約
前
の
認
定
も
認
定
医
が
医
学
的
に
総
合
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
て
認
定
医
が
医
学
的
な
総
合
判
断
を

行
い
、
日
本
年
金
機
構
に
お
い
て
当
該
再
度
の
認
定
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
該
集
約
後
、
二

十
歳
以
後
傷
病
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
で
そ
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
こ
の
考
え
方
に
よ
り
改
め
て
点
検

し
、
障
害
等
級
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
ら
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
支
給
停
止
を
取
り
消
し
、
当
該
支
給
停
止
が
さ
れ

た
月
以
降
の
分
の
二
十
歳
以
後
傷
病
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

八
に
つ
い
て

三



お
尋
ね
の
「
障
害
基
礎
年
金
の
不
支
給
率
（
全
国
）
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
障
害
基

礎
年
金
に
つ
い
て
、
新
規
に
申
請
を
受
け
て
決
定
を
行
っ
た
事
例
の
う
ち
、
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に

該
当
せ
ず
、
不
支
給
と
決
定
を
行
っ
た
件
数
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

九
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
障
害
の
状
態
の
確
認
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
法
第
百
五
条
第
三
項
等
の
規
定
に

基
づ
き
診
断
書
等
を
日
本
年
金
機
構
に
提
出
し
た
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
の
う
ち
、
そ
の
障
害
等
級
が
一
級
か
ら
二
級

に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
そ
の
支
給
額
が
改
定
さ
れ
た
も
の
の
割
合
は
約
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
支

給
が
停
止
さ
れ
た
も
の
の
割
合
は
約
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。そ
の
他
の
年
度
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
割
合
に
つ
い
て
は
、

把
握
し
て
い
な
い
。

十
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
日
に
開
催
さ
れ
た
第
六
回
精
神
・
知
的
障
害
に
係
る
障
害
年
金
の
認
定
の
地
域
差
に
関
す
る
専

門
家
検
討
会
に
お
い
て
、
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
障
害
基
礎
年
金
の
再
認
定
の
状
況
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
別
及
び
全

国
の
「
障
害
状
態
確
認
届
送
付
件
数
」
並
び
に
「
改
定
な
し
」
、
「
増
額
改
定
」
、
「
減
額
改
定
」
及
び
「
支
給
停
止
」
の

四



件
数
を
お
示
し
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


